
四国地方整備局渇水対策本部の設置について
（吉野川水系・仁淀川水系）

● 四国地方整備局渇水対策本部の設置について
吉野川水系銅山川においては、平成３１年１月２８日０時より第一次取水制限、

を実施しております。
また、仁淀川水系仁淀川においても、平成３１年１月２９日９時より第一次取水

制限を開始することとなりました。
四国地方整備局管内の直轄２水系において、渇水調整を開始することとなったこ

とから、国土交通省四国地方整備局は１月２９日９時に「四国地方整備局渇水対策
本部」（本部長：四国地方整備局長 平井 秀輝）を設置しました。

● 四国地方整備局管内の取水制限状況
銅山川３ダム（富郷ダム、柳瀬ダム、新宮ダム）（吉野川水系銅山川）

平成３１年１月２８日０時～ 第一次取水制限開始
大渡ダム（仁淀川水系仁淀川）

平成３１年１月２９日９時～ 第一次取水制限開始

● 四国地方整備局管内の渇水対策支部の設置状況
吉野川ダム統合管理事務所渇水対策支部 平成３１年１月２５日１４時 設置
高知河川国道事務所渇水対策支部 平成３１年１月２９日 ９時 設置
大渡ダム管理所渇水対策支部 平成３１年１月２９日 ９時 設置

● 四国地方整備局渇水対策本部設置期間中の四国地方の節水情報については
http://www.skr.mlit.go.jp/kasen/damu/index.htm

で情報提供を行います。（ただし、土日・祝日はシステム上更新しません。）

● 四国地方整備局渇水対策本部といたしましても、今後一層の節水を呼びかける
とともに、住民の皆様へのご協力をお願いいたします。

平成３１年１月２９日
国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 河川部

水 政 課 課長補佐 朝川 康則（内線３５５２）

●河川管理課 河川保全専門官 清水 敦司（内線３５２４）

TEL ０８７－８１１－８３１６（水政課 直通）

TEL ０８７－８１１－８３２０（河川管理課 直通）

●：主な問い合わせ先
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